
（別紙３） 

市町村ｱｶﾃﾞﾐｰ及び国際文化ｱｶﾃﾞﾐｰ研修補助金フローチャート 

※関係書類の市町村からの提出及び研修所からの通知は、PDFにして電子メールで送付。メール 

 アドレスは、当該年度の「研修担当課職員名簿」に記載のメールアドレスで実施。 

                     

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）補助金交付決定後に変更申請する場合は、研修補助金の上限額〔JAMP：65,000 円、JIAM：50,000 

円〕の範囲内とします。 

 

※詳細は、HP「市町村職員中央研修所及び全国市町村国際文化研修所研修補助金」を確認してください！ 

（注）申請内容に変更・取消が生じた場合のみ 

① 研修補助金交付申請書（様式第１号） 

※ 提出期限は、研修開始日の１週間前までに「必着」 

（ｱｶﾃﾞﾐｰより受講決定通知後、新幹線・航空機を予約して申請のこと） 

の上 

② 研修補助金交付等決定通知書（様式第２号） 

③ 派遣計画変更等承認申請書（様式第３号） 

④ 派遣計画変更等承認決定通知書（様式第４号） 

⑤ 研修実績報告書（様式第５号） 

※ 提出期限は、研修終了日の 2 週間後までに「必着」 

ただし、研修開始日が３月の分は、１週間後まで 

 

 

 ⑥ 研修補助額確定通知書（様式第６号） 

⑦ 研修補助金交付請求書（様式第７号）※ 市町村長の公印必要。送付はメールで 

⑧ 補助金振り込み 

※ 請求書受領後１ヶ月以内を目安に振り込み 

 

アカデミー研修受講 

研修所 市町村 
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